（様式１）
　　年　　月　　日
（あて先）枚方市長
枚方市ＮＰＯ活動応援基金　寄附申込書
私は、「枚方市ＮＰＯ活動応援基金」の目的に賛同し、枚方市に対して次のとおり寄附します。
	寄附金額　　　　　　　　　　　　　　　円


※ご記入いただいた個人情報は、この寄附の目的以外には使用いたしません。
	寄　附　者
	住　　所
（所在地）
	〒
（令和元年（2019年）6月1日より市民へのお礼品の提供ができなくなりました。）

	
	フリガナ
	

	
	氏名又は
団体名・会社名
（代表者名）
	

	
	電話番号
	

	
	E-mail
	


※寄附金は、ＮＰＯ活動全般に対する寄附として活用させていただきます。特定の団体のために寄附金の活用を希望する場合は、次の欄にご記入ください。
	団体希望
	特定の団体のために寄附金の活用を希望する場合は、希望する枚方市内のＮＰＯ法人（別紙「登録団体一覧」から選択）をご記入ください。※寄附者が自ら役員として所属する団体は希望できません。

	
	



○枚方市のふるさと寄附金を何でお知りになられましたか。※個人として寄附いただいた方のみ
□　枚方市ホームページ　　□　広報ひらかた　　□　ふるさと納税関連サイト　　
□　新聞・雑誌等　　□　枚方市作成ちらし（※）　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　　　※枚方市作成ちらしにチェックされた場合、どこで入手されましたか
　　　 □　生涯学習市民センターなどの公共施設　　□　民間施設（施設名：　　　　　　　　　　）
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○ワンストップ特例を申請されますか。　　※個人として寄附いただいた方のみ
　（該当するものにチェックを入れてください。）
□　申請する　　　　　　　　　□　申請しない
※　ワンストップ特例とは、給与所得者や年金所得者等の方で、確定申告や住民税の申告が不要であり、かつ自治体への寄附先が５団体以下の場合、確定申告や住民税申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜裏面もご覧ください＞　
○ご寄附いただいた旨、枚方市ホームページにお名前を公表してよろしいでしょうか。
　（該当するものにチェックを入れてください。チェックがない場合は、公表不可とさせていただきます。）　　
□　公表してもよい　　　　　　□　公表しない
《公表例》「枚方　太郎様」
○枚方市への応援メッセージ等がございましたら、ご記入ください。
※　無記名で枚方市ホームページに掲載させていただく場合があります。

〇枚方市にお住まいですか。
□　いいえ（枚方市外在住）　　　　　　　　　□　はい（枚方市在住）
いいえ（枚方市外在住）の方のみ、次のお礼品の質問にお進み下さい。はい（枚方市在住）の方は本申込書の記入は終了です。
（令和元年（2019年）6月1日より市民へのお礼品の提供ができなくなりました。）
○お礼品を希望されますか。　
※枚方市外在住者で、個人として１万円以上寄附いただいた方のみ
　（希望の有無にチェックを入れてください。）
□　希望する　　　　　　　　　□　希望しない　　　　　　　　
（お礼品のご確認事項）※希望される場合のみ
①　お礼品は、委託事業者から直接お届けするため、いただいたご住所、お名前、ご連絡先を事業者に提供しますので、あらかじめ御了承ください。
②　お礼品の設定額の合計と寄附額が一致するよう、お礼品をご選択のうえご記入ください。
③　お礼品には、在庫数や利用要件などの制限があるものもあります。詳しくは、ふるさと寄附のポータルサイト「さとふる」・「ふるさとチョイス」・「楽天ふるさと納税」・「ふるなび」・「Amazonふるさと納税」をご覧いただくか、寄附受付担当部署または広報プロモーション課へご確認ください。
□　上記の事項を確認しました。
※別冊のパンフレットをご参照のうえ、下表にお礼品番号・お礼品名称・お礼品設定額をご記入ください。
	お礼品ID
	お礼品名称
	お礼品設定額

	
	
	円

	
	
	円

	
	
	円

	
	
	円

	合　計
	円


別紙
令和7（2025）年度枚方市ＮＰＯ活動応援基金登録団体一覧
	ＮＰＯ法人名

	すこやか地域支援協会

	ひらかた生物飼育部LABO

	関西生活文化研究会おでかけ

	えほんのお部屋ひまわり畑

	ハーモニークラブ

	枚方市手話通訳協会

	陽だまりの会


【留意事項】


寄附金は、「枚方市ＮＰＯ活動応援基金」へ積立てたのち、枚方市ＮＰＯ活動応援基金支援審査会の審査を経て、枚方市が補助先及び補助金額を決定します。ご希望いただいた活用先については、審査にあたり尊重させていただきますが、必ずしも希望どおりに補助できるものではありません。（寄附者の希望どおり活用ができなかった寄附については、ＮＰＯ活動全般に対する寄附として活用させていただきます。）


また、ご希望に添えなかった場合でも寄附金を返還することはできませんのでご了承ください。






































